
   

事  項 内   容 

目的 

開発途上地域等への技能等の移転を図り、その経済発展を担う「人づくり」に協

力することに加え、技能実習修了後の介護福祉士資格の取得などキャリア形成を見

据えた支援をするため、都内の特養・老健等で外国人技能実習生を受け入れる場合

に、技能実習に必要な日本語教育及び技術の修得が円滑に実施されるよう高齢者福

祉施設を支援する。 

補助対象者 

都内の高齢者福祉施設で介護職種の外国人技能実習生を受入れる実習実施者 

※技能実習生は入国１年目（技能実習 1 号）、入国２年目及び３年目（技能実習２

号）の者が対象 

補助対象期間 
令和７年度において、技能実習生が受入施設で就労した期間のうち、就労開始日か

ら技能実習評価試験(専門級)の前日までの期間 

補助対象経費 

下記１～３にかかる報償費、旅費、需用費（消耗品費、印刷製本費、教材費）、役務

費（通信運搬費、手数料、保険料）、使用料、賃借料、委託料、補助金（入学金、受

講料）、備品購入費 

 

１ 受入施設における技能実習生の日本語学習（日本語講師の派遣、日本語学校へ

の通学等）。ただし、技能実習法に基づく第１号技能実習から第２号技能実習への

移行に必要となる日本語能力要件（日本語能力試験のＮ３相当）を満たすために

必要な範囲又は第２号技能実習で提供するサービスの質をより高めるために必要

な範囲とする。 

 

２ 介護分野の専門知識の学習（介護職員初任者修課程等）。ただし、技能実習法

に基づく第２号技能実習又は第３号技能実習への移行のための技能実習評価試験

に必要な範囲とする。 

 

３ 上記１及び２を実施するうえで必要と認めるもの 

 

※入国後講習に係る経費は対象外 

補助基準額 
技能実習生１人当たり、６７万円に事業月数を乗じた額を１２月で除した額 

（１円未満の端数は切り捨てる。） 

補助率 １／２ 

 

１ 外国人技能実習制度に基づく外国人介護実習生の受入れ支援事業の概要 

技能実習２号も対象となります！ 


